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平
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一
月

一
日

第

一
条

第
二
条

第
二
条

第
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条

第
王
条

第
六
条

欝

や
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総

　

則

本
会
は
新
町
蘭
栄
会
と
称
す
る
。

本
会
ほ
杉
並
区
新
町

（博
）
、

及
び
、

隣
接
軍
幾
区
内

（現
上
井
革

・
善
綴
寺

。
今
川

。
そ
の
他
〕

営
業

，
事
業
を
曽
む
傾
人
及
び
法
人
で
、

本
会
の
態
旨
に
費
闘
す
る
業
者
を
以
っ
て
組
織
す
る
。

本
会
の
事
務
所
機
会
長
名
に
置
く
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｓ

第

一
↓
哉

　

　

　

目

　
　
的

本
会
館
会
員
相
互
の
親
雄
、

繁
栄
を
計
る
事
を
目
的
と
す
る
。
　
　
　
「

第

一
二

簿

　
　
　
　
事

　
　
業

本
会
の
目
的
を
驚
成
す
る
た
め
に
、

左
認
の
事
業
を
行
う
。

　

各

会
員
の
線
態
を
図
る
た
め
の
旅
行
及
び
鶴
事
。

各
憲
繭
業

・
事
業
に
関
す
る
議
設
盤
の
観
察
及
び
研
究
会
。

近
藤
導
業
者
と
開
報
す
る
た
め
の
懇
擁
Ａ
４

醸
客
に
対
す
る
舘
愚
、

議
暮

・
中
元
売
り
出
じ
セ
ー
ル
，

そ
の
他
、

本
会
寓
的
達
成
の
た
め
の
事
業

欝

四

輩

　

　

　

役

員

・

盤

査

　

　

　

　

　

　

　

・
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第
六
条ユ２３４５

第
七
条

第
八
条

第
え
条

第
ヤ
条

第
十

一
条

第 第
十 十
三 二
条 条

本
会
の
役
員
及
び
、

監
査
は
左
寵
の
通
り
麓
く
。

会
　
　
長
　
　
　
一　
　
名

翻

会

長

　

　

一
一
　

を

理

　

事

　

　

若

干

名

会
　
　
計
　
　
　
二
　
　
ね

　

〈内
　
正

一
名

・
融

一
名
）

盤
　
　
査
　
　
　
一
一　
　
名

会
長
、

副
会
長
及
び
会
計
は
、

総
会
に
お
い
て
会
員
中
よ
り
、

会
員
の
選
挙
又
は
推
薄
に
よ
り
選
鶴
す
る
。

理
事
は
会
長
及
び
調
会
長
の
機
藤
に
よ
り
韻
触
す
る
。

験
幾
は
総
会
に
於
い
て
、

会
員
中
よ
り
会
員
の
選
挙
叉
態
推
薦
に
よ
り
選
出
す
る
。

本
会
役
員
の
後
鶏
は
三
カ
年
と
し
、

溝
期
再
達
を
妨
げ
な
い
。

縮
韻
の
役
良
の
任
期
機
、

敵
任
者
の
残
り
期
聞
と
す
る
。

本
会
会
長
は
な
会
を
代
表
し
会
議
を
溢
轄
す
る
。

翻
会
長
ほ
会
長
を
補
佐
じ
会
長
事
故
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
代
理
す
る
。

「

会
計
横
出
納
事
務
を
処
理
し
ヽ
会
議
の
選
曽
に
当
た
る
。

理
事
態
役
員
会
に
出
席
に
、

本
会
の
事
業
選
行
に
関
し
審
議
し
、

運
営
に
当
た
る
。

監
透
は
会
計
、

及
び
出
納
事
務
を
験
麓
す
る
。

力
‥‐．

磐
昴
ｆ
ユ
撃
串
　
　
　
　
Ａ
式
　
　
塾
職

本
会
の
会
議
は
、

定
期
総
Ａ茶

轟
韓
絵
ム式

役
員
会
の
二
種
と
し
会
長
が
籍
集
す
る
。

本
会
会
議
０
議
事
は
館
薦
者
の
過
半
数
を
以
っ
て
決
め
可
容
同
数
の
時
ほ
議
長
が
決
定
す
る
。



第
や
四
条

第
十
五
条Ｉ２３４５

第
十
六
条Ｉ

第
十
七
条

第
や
八
条2 1 4 3 2

本
会
の
鶴
長
は
会
員
の
選
挙
ま
た
は
推
薦
に
よ
り
選
出
す
る
。

驚
期
総
会
は
毎
年

一
月
に
、

臨
時
総
会
は
必
要
に
応
じ
て
行
い
左
記
の
事
項
を
審
議
す
る
。

会
則
の
変
更
ま
た
巌
特
出
規
定
の
制
定
に
関
す
る
事
項
。

決
算
、

予
算
に
舞
す
る
導
環

年
隅
行
事
、

鶴
奉
、

そ
の
他
の
静
題

会
条

期
緊

条

控
器

の
遵
鴫

そ
の
他
、

必
要
の
事
項
ｃ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

繊
員
会
は
左
組
の
事
項
を
審
議
す
る
。

総
会
に
鶴
出
す
る
鶴
題
に
隠
す
る
事
項
．

本
会
の
運
営
に
必
要
な
事
項
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

本
会
の
春
業
静
画
の
立
祭
に
摸
す
る
事
項
．

そ
の
他
、

会
援
の
必
要
と
認
め
た
事
項
．

カ
プ

触
窮
五
ハ
替
早

　

　

　

盤
歴

　

報
伝

本
会
の
議
理
事
務
は
会
狩
及
び
寄
付
金
、

そ
の
能
の
収
入
を
以
つ
て
当
て
る
。

本
会
の
会
員
は
な
記
の
選
り
の
負
強
を
し
、

い
か
な
る
導
構
が
あ
っ
て
も
そ
の
遅
選
を
請
求
す
る
こ
と
が

出
来
な
い
。■

な
お
、

月
会
費
は
、

店
舗
題
積
に
よ
っ
て
左
寵
の
金
額
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

八

会

金

　

一
金

譲

千

翔

強

月

会

幹
　
　
一
金
　
壱

千

田

也

　

（磨
館
面
積
が
、

五
百
ぼ
未
溝
の
会
晶

一
金
　
五

千

関

也

　

（療
舗
爾
穣
が
、

五
百
ぼ
以
上
　
一千

選
未
溝
の
会
昌



３

第
や
れ
条

第
〓
軍
条

第
二
や

一
条

第
二
十
二
集

第
二
千
三
条

第
二
十
四
条

第
二
十
五
条

第
二
十
六
条

一
金
　
糖
　
揺

爵

也

　

（店
舘
爾
積
が
、

千
憲
以
上
の
会
員
）

本
会
の
目
的
題
行
に
必
要
な
臨
時
会
費

会
静
艦
、

毎
年
中
月

一
日
に
始
ま
り
、

閥
年
十
二
月
二
十

一
薄
態
以
つ
て
終
わ
る
。

本
会
の
決
算
及
び
予
算
は
、

経
年
定
期
絵
会
に
報
告
じ
承
認
を
得
る
。

魯
癖
去
砲
書
尋
　
　
　
　
▲
〓
畳
貝

ハ
リ
汲
買
接
需

森
会
に
新
た
に
入
会
を
整
む
も
の
ほ
、

既
会
員
の
題
介
に
依
り
森
会
に
様
し
込
み
、

役
員
会
の
承
認
を
得

て
入
会
す
る
。

本
会
の
目
的
に
反
す
る
行
為
を
な
し
た
る
会
員
は
、

本
会
会
員
の
要
構
を
失
う
。

本
会
を
選
会
す
る
機
合
は
原
則
と
し
て
、

三
ケ
虎
以
議
に
な
会
役
員
に
退
会
癌
を
鑑
出
し
、

承
認
を
得
た

月
を
以
つ
て
退
会
と
す
る
。

第

Ａ

章

　

　

　

表

　

彰

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

「

本
会
に
対
し
て
功
労

・
我
績
の
あ
っ
た
者
は
、

役
員
会
を
通
じ
本
会
よ
り
表
移
す
る
。

」機
姉
Ｔ
■
丹
土
重
Ｔ
　
　
　
　
　
錬鵬
震
　
　
　
一島
Ｗ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
ィ

準
盆
蚕
一
員
及
び
家
族
に
於
い
て
、

産
事
及
び
弔
事
の
生
じ
た
と
き
館
役
員
会
に
詩
り
慶
弔
金
を
贈
る
。

描

　
　
期

本
会
会
則
性
、

平
成
六
年

一
月

一
日
よ
り
集
換
す
る
。



態

“

第
二
十
七
条

‥
　
本
会
会
郎
艦
一
第
五
韓
　
第
ヤ
五
条
の
１
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
十
七
年
四
月
五
目
の
臨
時
総

会
に
お
い
て
会
則
の
査
更
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、

隅
庫
よ
り
実
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

辞昭

多


